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赤 い 羽 根 共 同 募 金
～自分のまちを良くするしくみ～

　赤い羽根共同募金は昭和２２年に始まり、今年で７９回目となる歴史と実績のある全国

的な募金活動です。

「自分のまちを良くするしくみ」というテーマで、運動期間は１０月１日～翌年３月３１

日までの６か月間で行われます。

シンボルマークの赤い羽根には「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」という意味があり

ます。

　山梨県共同募金会 富士川町分会で実施している募金活動は８つあります。毎年多くの

方々のご協力により、募金活動が展開されています。

学校募金

町内の小中学校、 保育園に組

み立て式募金箱を設置して、

児童や生徒に募金協力をお願い

しています。

歳末たすけあい募金

日蓮宗寺院及び檀信徒協議会に

よる托鉢、各種団体、企業の徒

業員からの募金協力をお願いし

ています。

大口募金

町内の企業・商店等を訪問

して募金協力をお願いして

います。

自動販売機募金

売上の一部を募金しています。

富士川町内は、「まほらの湯」

「富士川いきいきスポーツ公

園」に設置してあります。

募金箱

募金箱を町内の商店や

役場等にお願いをし、

設置してあります。

家庭募金

一世帯あたり 800 円程度の

募金協力をお願いしています。

（各組の福祉推進員に取りまと

めていただきます。）

街頭募金

10 月に、町内店舗前をお

借りしてＰＲも兼ねて募金

運動を行います。

職域募金

主に町内官公庁等の職員を対

象に募金協力をお願いしてい

ます。
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各小地域福祉活動各小地域福祉活動災害ボランティア訓練災害ボランティア訓練

ボランティア活動推進事業ボランティア活動推進事業 敬老週間記念品贈呈敬老週間記念品贈呈 老人憩いの家整備事業の助成老人憩いの家整備事業の助成

　山梨県共同募金会　富士川町分会（地域健康福祉センター内）

　☎ 0556-22-8911（担当：鈴木）

歳末たすけあい事業歳末たすけあい事業 ゆずカフェへの助成ゆずカフェへの助成

一人暮らしの会食会一人暮らしの会食会

 共同募⾦に関する

お問い合わせ

　ご協力いただいた募金の約７割は、地域の福祉に関する様々な事業に、残りの約３割

は、広域的な課題を解決するほか、災害時の備えのために使われます。
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0120-974-776 
http//www.fujikawa-net.co.jp 

『法人後見事業をはじめます！』

☆法人後見事業とは？

判断能⼒が不⼗分な⽅の権利を守る⽀援者を選び、法律的に⽀援をする成年後⾒制度に基づき
社会福祉協議会などの法⼈が家庭裁判所から選任され⽀援を⾏います。
地域福祉に特化した社協の強みを活かし地域住⺠、医療福祉関係機関、専⾨職団体と連携し⾒守
りネットワークを構築しながら⽀援を展開することができます。
富⼠川町社会福祉協議会では家庭裁判所の許可を得てから法⼈後⾒を事業として⽴ち上げます。

☆法人後見事業として富士川町社会福祉協議会で出来る支援内容は？

 家庭裁判所から許可を得た内容に基づき⼤きく分けて２つの⽀援を⾏います。
○財産管理
 現⾦や預貯⾦の管理、費⽤の⽀払い（税⾦、医療費、介護サービス費など）、⾃宅管理や処分
 財産にまつわる契約の締結（不動産や動産の売買、⼟地や建物も賃貸借契約など）
 相続発⽣時の対応等
○⾝上保護
 ⾒守り、親族や関係機関との連携、⼊院に伴う契約の締結、介護や福祉サービス利⽤に伴う
 契約の締結

☆利用料は？

 家庭裁判所が本⼈の財産や⽀援内容によって利⽤料を決定します。
 ⽉額 2万円（年間２４万円）が基準価格になり、本⼈の財産より⽀払われます。

成年後見制度の利用を考えている、 制度の内容や法人後見事業について知りたい方は

相談窓口にお問い合わせください。

富士川町社会福祉協議会

（担当 ：髙橋 ・赤池 ・大澤）

☎ 0556-22-8911
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富士川町シニアクラブ連合会だより
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ボランティアグループ

カトレア会会員の作品

この広報誌は⾚い⽻根共同募⾦配分⾦により発⾏されています。

富⼠川町社会福祉協議会ホームページ
URL https://fujikawa-syakyo.jp/ 富⼠川町社会福祉協議会Instagram

食品のご寄附をお願いします！
食品の価格高騰により、町内においても生活にお困りの方が増えています。

町内の企業や町民の方から広く食料品などのご寄附を募り生活にお困りの

方にお渡しいたします。野菜等の生鮮食品も大歓迎です！

ぜひご協力をよろしくお願いします。

 募集しているもの

野菜等の生鮮食品、米、

調味料、水、ジュース、

即席麺、菓子、

保存食など

お問い合わせ　　富士川町社会福祉協議会　☎ 0556-22-8911　担当 髙橋お 橋


